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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂１００質量部に対し、（Ｂ）芳香族ポリカーボネー
ト樹脂以外の熱可塑性樹脂１０～１５０質量部、（Ｃ）熱安定剤０．０１～１質量部を含
有する成分からなる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製造方法であって、
　（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂として、（Ａ）芳香族ポリカー
ボネート樹脂の見かけ密度に対して８０～１１０％の見かけ密度を有する芳香族ポリカー
ボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂を用い、
　（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂及び、（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱
可塑性樹脂の少なくとも一方に、粉砕品を用い、
　（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂及び（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可
塑性樹脂の少なくとも一方の粒度分布が、以下の（１）（２）を満たし、
　（１）２．０ｍｍオンの粒度が１０％以下
　（２）１．６８ｍｍパスの粒度が５０％以上
　前記成分を溶融混練することを特徴とする芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製造方
法。
【請求項２】
　（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂として、少なくともスチレン系
樹脂を用いることを特徴とする請求項１に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製
造方法。
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【請求項３】
　（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂として、少なくともＡＢＳ（ア
クリロニトリル－ブタジエン－スチレン）系樹脂を用いることを特徴とする請求項１又は
２に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製造方法。
【請求項４】
　前記粉砕品が、塊状重合法で製造されたペレット形状品を粉砕して製造されたものであ
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂
組成物の製造方法。
【請求項５】
　芳香族ポリカーボネート樹脂（Ａ）１００質量部に対し、さらにエラストマー（Ｄ）１
～２０質量部を含有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の芳香族
ポリカーボネート樹脂組成物の製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の製造方法で得られる芳香族ポリカーボネート樹
脂組成物。
【請求項７】
　請求項６に記載の芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を成形してなる芳香族ポリカーボ
ネート樹脂成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　芳香族ポリカーボネート樹脂は、優れた機械的性質を有しており、自動車分野、ＯＡ機
器分野、電気・電子分野等の原材料として、工業的に広く利用されているが、一方で、流
動性、耐薬品性、表面硬度が低い性質を有する。これらの性質を改善するため、例えば、
ＡＢＳ樹脂（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体）等のスチレン系樹脂や
ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂との樹脂組成物としたポリマーアロイが多数提案され
ている（特許文献１～４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３０６０号公報
【特許文献２】特開２００７－１６９６１６号公報
【特許文献３】特開平１０－２９８４２２号公報
【特許文献４】特開２００８－２４８６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　芳香族ポリカーボネート樹脂と他の熱可塑性樹脂との樹脂組成物ペレットを混練溶融押
し出しによって製造する場合、組成のばらつきを抑制するため、予めブレンダーで樹脂を
十分に攪拌してから押出機に供給する。しかし、例えば芳香族ポリカーボネート樹脂が比
較的細かなフレーク状であり、他の熱可塑性樹脂が比較的大きなペレット状である場合の
ように、樹脂の粉体特性が大きく異なると、ブレンダーで十分攪拌しても、ブレンダーか
ら押出機に至る経路（フィーダーやホッパーシュート）において分級が生じる。具体的に
は、ある製造バッチでみると、粒径の小さい材料の比率が当初は大きく、徐々に逆転して
いく。その結果、ペレット毎の組成にばらつきが生じ、樹脂組成物の品質が安定しないと
いう問題が生じる。
【０００５】
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　１つの成型品に使用されるペレットの数が多ければ、成型時にペレットが溶融された際
にペレット毎の組成のばらつきが平均化されるため、ペレット毎の組成のばらつきが成型
品の品質に与える影響は少ない。しかし、成型品に用いられるペレットの数が少なくなれ
ばなるほど、個々のペレットの組成のばらつきが成型品の性質に与える影響が大きくなる
。
【０００６】
　このような問題を解決しようとした場合、粉体特性が大きく異なる樹脂をそれぞれ独立
したフィーダーでホッパーシュートに供給すれば、フィーダーでの分級が生じないため、
ペレット毎の組成のばらつきを抑制することが可能であろうと考えられる。
　しかし、フィーダーを複数設ける場合、フィーダーのコストが上昇することはもとより
、押出機の設置面積が非常に大きくなるといった問題がある。また、その押出機を複数の
フィーダーを用いて製造する樹脂組成物にのみ用いる場合を除き、一方のフィーダーが用
いられない場合もあり、稼働効率の点からも望ましくない。
【０００７】
　さらに、押出機によるペレット製造時には、樹脂だけでなく、各種の添加剤を用いるこ
とが多いが、添加剤は樹脂よりも小さい粉体のようなものも多い。このような添加剤を用
いる場合には、樹脂を独立したフィーダーで供給しても、より細かな添加剤を均等に分散
させることは困難であり、やはりペレット単位での組成のばらつきを抑制することが困難
であった。
【０００８】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、品質安定性に優れた芳香族ポリカー
ボネート樹脂組成物を製造することが可能な製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、芳香族ポリカーボネート樹脂と、芳香族ポリカ
ーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂との樹脂組成物を生成する際、一方の樹脂の見かけ密
度が他方の樹脂の見かけ密度と特定の関係を満たすとともに、少なくとも一方の樹脂が粉
砕品である場合に、混合してフィードしてもペレット毎の組成のばらつきが抑制可能であ
ることを見出し、本発明を完成させた。
【００１０】
　すなわち、上述の目的は、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂１００質量部に対し、（
Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂１０～１５０質量部、（Ｃ）熱安定
剤０．０１～１質量部を含有する成分からなる芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製造
方法であって、（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂として、（Ａ）芳
香族ポリカーボネート樹脂の見かけ密度に対して８０～１１０％の見かけ密度を有する芳
香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂を用い、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹
脂及び、（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂の少なくとも一方に、粉
砕品を用い、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂及び（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂
以外の熱可塑性樹脂の少なくとも一方の粒度分布が、以下の（１）（２）を満たし、
　（１）２．０ｍｍオンの粒度が１０％以下
　（２）１．６８ｍｍパスの粒度が５０％以上
これらの成分を溶融混練することを特徴とする芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製造
方法によって達成される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、品質安定性に優れた芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の好適かつ例示的な実施形態について具体的に説明する。
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　本発明における芳香族ポリカーボネート樹脂として使用可能な芳香族ポリカーボネート
樹脂は、芳香族ヒドロキシ化合物（または芳香族ヒドロキシ化合物と少量のポリヒドロキ
シ化合物）を、ホスゲンまたは炭酸のジエステルと反応させることによって得られる、分
岐していてもよい熱可塑性芳香族ポリカーボネート重合体または共重合体である。芳香族
ポリカーボネート樹脂の製造方法は、特に限定されるものではなく、ホスゲン法（界面重
合法）または溶融法（エステル交換法）などの従来法によることができる。また、溶融法
で製造され、末端基のＯＨ基量を調整して製造された芳香族ポリカーボネート樹脂であっ
てもよい。
【００１３】
　本発明において使用可能な芳香族ジヒドロキシ化合物としては、２，２－ビス（４－ヒ
ドロキシフェニル）プロパン（＝ビスフェノールＡ）、テトラメチルビスフェノールＡ、
ビス（４－ヒドロキシフェニル）－Ｐ－ジイソプロピルベンゼン、ハイドロキノン、レゾ
ルシノール、４，４－ジヒドロキシジフェニルなどが挙げられ、好ましくはビスフェノー
ルＡである。
【００１４】
　分岐した芳香族ポリカーボネート樹脂を得るには、上記芳香族ジヒドロキシ化合物の一
部に代えて、次に挙げる化合物を使用すればよい。化合物の具体例としては、フロログル
シン、４，６－ジメチル－２，４，６－トリ（４－ヒドロキシフェニル）ヘプテン－２、
４，６－ジメチル－２，４，６－トリ（４－ヒドロキシフェニル）ヘプタン、２，６－ジ
メチル－２，４，６－トリ（４－ヒドロキシフェニルヘプテン－３、１，３，５－トリ（
４－ヒドロキシフェニル）ベンゼン、１，１，１－トリ（４－ヒドロキシフェニル）エタ
ンなどで示されるポリヒドロキシ化合物、あるいは３，３－ビス（４－ヒドロキシアリー
ル）オキシインドール（＝イサチンビスフェノール）、５－クロルイサチン、５，７－ジ
クロルイサチン、５－ブロムイサチンなどが挙げられる。これら化合物の使用量は、０．
０１～１０モル％の範囲であり、好ましくは０．１～２モル％である。
【００１５】
　芳香族ポリカーボネート樹脂の分子量は、溶媒としてメチレンクロライドを用い、２５
℃の温度で測定した溶液粘度より換算した粘度平均分子量で、１０，０００～５０，００
０の範囲のものが好適であり、１５，０００～３０，０００の範囲のものがさらに好適で
あり、１７，５００～２７，０００の範囲のものが最も好適である。粘度平均分子量が１
０，０００未満では機械的強度に劣り、５０，０００を越えると成形加工性に劣るので好
ましくない。
【００１６】
　本発明において使用可能な芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂に特に制限
はない。例えばポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン
系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ（メタ）アクリレート系樹脂、アクリル系樹脂、ポ
リアセタール樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、液晶性
ポリエステル等のポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ポ
リフェニレンサルファイド樹脂、ポリイミド樹脂、熱可塑性エラストマー等の公知の熱可
塑性樹脂がいずれも使用できる。これらの樹脂は単独で使用することも、２種以上を併用
することも可能である。
　このような熱可塑性樹脂の中でも、ポリスチレン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート
、ポリブチレンテレフタレート、液晶性ポリエステル等のポリエステル樹脂、熱可塑性エ
ラストマーが好ましい。
【００１７】
　好ましく用いられるポリスチレン系樹脂としては、例えば、スチレン系単量体の単独重
合体、スチレンと（メタ）アクリロニトリルとの共重合体、スチレン系単量体と（メタ）
アクリル酸アルキルエステルとの共重合体、スチレン系単量体と（メタ）アクリロニトリ
ルと他の共重合可能な単量体との共重合体、ゴム成分の存在下にスチレン系単量体等を重
合させたスチレン系グラフト共重合体、及びゴムの存在下にスチレン系単量体と（メタ）
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アクリロニトリルとをグラフト重合してなるグラフト共重合体等が挙げられ、具体例とし
ては、ＧＰＰＳ樹脂、ＡＳ樹脂、ＭＳ樹脂、ＡＥＳ樹脂、ＡＡＳ樹脂、ＨＩＰＳ樹脂、Ａ
ＢＳ樹脂、ＭＢＳ樹脂等が挙げられる。本発明におけるスチレン系共重合体の製造方法と
しては、乳化重合法、溶液重合法、懸濁重合法あるいは塊状重合法等の公知の方法が挙げ
られる。
【００１８】
　スチレン／（メタ）アクリロニトリル系共重合体としては、好ましくは、ゴム成分の存
在下に少なくともスチレン系単量体と（メタ）アクリロニトリルとをグラフト重合してな
るグラフト共重合体、およびゴム成分の存在下少なくともスチレン系単量体と（メタ）ア
クリロニトリルとを重合してなるグラフト共重合体と少なくともスチレン系単量体と（メ
タ）アクリロニトリルとを重合してなる共重合体とからなるスチレン／（メタ）アクリロ
ニトリル系共重合体等が挙げられる。
【００１９】
　スチレン系単量体としては、例えば、スチレン、α－メチルスチレン、ｐ－メチルスチ
レン等が挙げられ、好ましくはスチレンが挙げられる。スチレン系単量体と共重合可能な
単量体としては、例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、
メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル等の（メタ）アクリル酸アルキルエステル、マ
レイミド、Ｎ－フェニルマレイミド等が挙げられ、好ましくは、（メタ）アクリル酸アル
キルエステルが挙げられる。スチレン系単量体および（メタ）アクリロニトリルと共重合
可能な単量体としては、スチレン系単量体と共重合可能な単量体と同じものが使用できる
。
【００２０】
　ゴム成分としては、ガラス転移温度が１０℃以下のゴムを用いることができる。ゴム成
分の具体例としては、ジエン系ゴム、アクリル系ゴム、エチレン／プロピレンゴム、シリ
コンゴム等が挙げられ、好ましくは、ジエン系ゴム、アクリル系ゴム等が挙げられる。
　ジエン系ゴムとしては、例えば、ポリブタジエン、ブタジエン／スチレン共重合体、ポ
リイソプレン、ブタジエン／（メタ）アクリル酸の低級アルキルエステル共重合体、ブタ
ジエン／スチレン／（メタ）アクリル酸の低級アルキルエステル共重合体等が挙げられる
。（メタ）アクリル酸の低級アルキルエステルとしては、例えば、アクリル酸メチル、ア
クリル酸エチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル等が挙げられる。ブタジエン
／（メタ）アクリル酸の低級アルキルエステル共重合体またはブタジエン／スチレン／（
メタ）アクリル酸の低級アルキルエステル共重合体における（メタ）アクリル酸の低級ア
ルキルエステルの割合は、ゴム成分の重量の３０質量％以下であることが好ましい。
【００２１】
　アクリル系ゴムとしては、例えば、アクリル酸アルキルエステルゴムが挙げられ、アル
キル基の炭素数は好ましくは１～８である。アクリル酸アルキルエステルゴムの具体例と
しては、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸エチルヘキシル等が挙げられ
る。アクリル酸アルキルエステルゴムには、任意に、架橋性のエチレン性不飽和単量体が
用いられていてもよく、架橋剤としては、例えば、アルキレンジオール、ジ（メタ）アク
リレート、ポリエステルジ（メタ）アクリレート、ジビニルベンゼン、トリビニルベンゼ
ン、シアヌル酸トリアリル、（メタ）アクリル酸アリル、ブタジエン、イソプレン等が挙
げられる。アクリル系ゴムとしては、更に、コアとして架橋ジエン系ゴムを有するコア－
シェル型重合体が挙げられる。
【００２２】
　本発明の製造方法によって製造する芳香族ポリカーボネート樹脂化合物において、芳香
族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂の割合は、芳香族ポリカーボネート樹脂１０
０質量部に対して１０～１５０質量部であることが好ましく、２０～１２０質量部である
ことがさらに好ましく、３０～１００質量部が特に好ましい。
【００２３】
　上述の通り、本発明は、芳香族ポリカーボネート樹脂と、芳香族ポリカーボネート樹脂
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以外の熱可塑性樹脂との樹脂組成物を生成する際、一方の樹脂の見かけ密度が他方の樹脂
の見かけ密度と特定の関係を満たすとともに、少なくとも一方の樹脂に粉砕品を用いるこ
とを特徴とする。
【００２４】
　具体的には、ＪＩＳ　Ｋ７３６５に準じて測定した見かけ密度において、芳香族ポリカ
ーボネート樹脂の見かけ密度に対する、芳香族ポリカーボネート樹脂以外の樹脂の見かけ
密度が８０％以上、特には９０％以上であることが好ましく、かつ、１１０％以下、特に
は１０５％以下であることが好ましい。見かけ密度が８０％未満又は１１０％を超えると
、混合材料の搬送経路（フィーダ、ホッパーシュート）での分級を抑制する効果が小さく
なり、同一バッチ内での組成比のばらつきが大きくなる。その結果、ペレット化した際に
ペレット毎の組成がばらつくという従来技術の問題点を十分改善できない。
【００２５】
　また、本発明においては、芳香族ポリカーボネート樹脂と、芳香族ポリカーボネート樹
脂以外の熱可塑性樹脂のいずれかが粉砕品であることを特徴とする。粉砕品とは、樹脂を
粉砕によって所望の粒径に調整したものを意味する。粉砕前の樹脂の形状は特に制限され
ないが、例えばペレット形状やシート形状のものであってよい。また、粉砕方法にも特に
制限はなく、例えば回転刃によって材料を粉砕する一般的な粉砕機を用いることができる
。
【００２６】
　粉砕品は表面形状が複雑になるため表面積が大きく、添加剤などの微粉末が表面に付着
しやすい。そのため、形状の均一性が高い樹脂を用いる場合に比べ、樹脂組成物ペレット
中の添加剤の割合がばらつきにくいという効果が得られる。
【００２７】
　芳香族ポリカーボネート樹脂と、芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂のい
ずれに粉砕品を用いても良いが、粉末状の添加剤の分散性などを考慮すると、粉砕前の形
状が大きい樹脂を粉砕して用いることが好ましい。例えば、フレーク状の樹脂と、一般に
フレークよりも大きなペレット状の樹脂から樹脂組成物を製造使用とする場合、ペレット
状の樹脂組成物を粉砕して、上述の見かけ密度の関係を満たす粉砕品とすることが好まし
い。もちろん、両方の樹脂について粉砕品を用いても良い。
【００２８】
　また、本発明において、芳香族ポリカーボネート樹脂と、芳香族ポリカーボネート樹脂
以外の熱可塑性樹脂の粒度分布の少なくとも一方はＪＩＳ　Ｋ００６９に準拠したふるい
分け試験による粒度分布において、２．０ｍｍオンの粒度が１０％以下であることが好ま
しく、８％以下であることが更に好ましく、６％以下であることが特に好ましい。また、
１．６８ｍｍパスの粒度が５０％以上であることが好ましく、５５％以上であることが更
に好ましい。
　これらの範囲を満たすことにより、混合材料の搬送経路（フィーダ、ホッパーシュート
）での分級を抑制することができ、同一バッチ内での組成比のばらつきが小さくなる。そ
の結果、ペレット化した際のペレット毎の組成のばらつきも小さくなる。
【００２９】
（熱安定剤）
　本発明が製造する芳香族ポリカーボネート樹脂組成物には、熱安定剤を用いる。熱安定
剤の含有量は、芳香族ポリカーボネート樹脂１００質量部に対して０．００１～１質量部
、好ましくは０．０１～０．５質量部配合する。配合量が０．００１質量部未満の場合は
熱安定剤としての効果が不十分であり、１質量部を超えると耐加水分解性が悪化する場合
がある。
【００３０】
　本発明において用いることのできる熱安定剤としては、リン系安定剤およびフェノール
系酸化防止剤から選ばれた少なくとも１種である。
（リン系安定剤の記載）
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　リン系安定剤としては、炭素数１～２５のアルキル基を有していてもよいフェノールで
エステル化された亜リン酸エステル化合物、亜リン酸又はテトラキス（２，４－ジ－ｔｅ
ｒｔ－ブチルフェニル）－４，４’－ビフェニレン－ジ－ホスホナイトを用いるのが好ま
しい。
【００３１】
　亜リン酸エステル化合物の具体例としては、トリオクチルホスファイト、トリデシルホ
スファイト、トリフェニルホスファイト、トリスノニルフェニルホスファイト、トリス（
オクチルフェニル）ホスファイト、トリス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ホ
スファイト、トリデシルホスファイト、ジデシルモノフェニルホスファイト、ジオクチル
モノフェニルホスファイト、ジイソプロピルモノフェニルホスファイト、モノブチルジフ
ェニルホスファイト、モノデシルジフェニルホスファイト、モノオクチルジフェニルホス
ファイト、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、ジフェニルペンタエリス
リトールジホスファイト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェニル）
ペンタエリスリトールジホスファイト、２，２－メチレンビス（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）オクチルホスファイト、ビス（ノニルフェニル）ペンタエリスリトール
ジホスファイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ペンタエリスリトール
ジホスファイト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－エチルフェニル）ペンタエ
リスリトールジホスファイト等が挙げられる。
【００３２】
　好ましくは、特にトリス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ホスファイト、ビ
ス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビ
ス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリスリトールジホス
ファイトなどを用いる。
【００３３】
（酸化防止剤）
　本発明においては、必要に応じて酸化防止剤をさらに用いることができる。酸化防止剤
に特に制限はないが、ヒンダードフェノール系化合物が好適に用いられる。代表的な例と
してはペンタエリスリト－ルテトラキス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒ
ドロキシフェニル）プロピオネート］、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブ
チル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート、チオジエチレンビス［３－（３，５－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、Ｎ，Ｎ'－ヘキサ
ン－１，６－ジイルビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニ
ル）プロピオナミド］、２，４－ジメチル－６－（１－メチルペンタデシル）フェノール
、ジエチル［［３，５－ビス（１，１－ジメチルエチル）－４－ヒドロキシフェニル］メ
チル］ホスフォエート、３，３'、３"，５，５'，５"－ヘキサ－ｔｅｒｔ－ブチル－ａ，
ａ'，ａ"－（メシチレン－２，４，６－トリイル）トリ－ｐ－クレゾール、４，６－ビス
（オクチルチオメチル）－ｏ－クレゾール、エチレンビス（オキシエチレン）ビス［３－
（５－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－ｍ－トリル）プロピオネート］、ヘキサメチ
レンビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネ
ート］、１，３，５－トリス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル
）－１，３，５－トリアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン、２，６－ジ
－ｔｅｒｔ－ブチル－４－（４，６－ビス（オクチルチオ）－１，３，５－トリアジン－
２－イルアミノ）フェノール、３，９－ビス｛２－［３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－
ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキシ］－１，１－ジメチルエチル｝－
２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウンデカンなどが挙げられる。
【００３４】
　これらのうち、特にペンタエリスリト－ルテトラキス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－
ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、オクタデシル－３－（３，５－ジ
－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート、３，９－ビス｛２－［
３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキ－シ－２，）５－メチルフェニル］プロピオ
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ニルオキシ｝１，１－ジメチルエチル－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５
］ウンデカンが好ましい。
【００３５】
　酸化防止剤の含有量は、芳香族ポリカーボネート樹脂１００質量部に対して０．０１～
１質量部であり、０．０２～０．５質量部が好ましい。配合量が０．０１質量部より少な
い場合には、酸化防止剤としての効果が不十分であり、１質量部を超えて添加しても酸化
防止剤としての効果は上昇しない。
【００３６】
　本発明では、さらに、必要に応じて、離型剤、紫外線吸収剤、蛍光増白剤、顔料、染料
、他のポリマー、難燃剤、耐衝撃改良剤、帯電防止剤、可塑剤、相溶化剤などの添加剤を
含有することができる。これらの添加剤は一種または二種以上を配合してもよい。
【００３７】
（離型剤）
　離型剤を配合する場合は、脂肪族カルボン酸、脂肪族カルボン酸エステル、ポリシロキ
サン系シリコーンオイルから選ばれた少なくとも１種の化合物等芳香族ポリカーボネート
樹脂に使用されるものが用いられる。これらの中で、脂肪族カルボン酸、脂肪族カルボン
酸エステルから選ばれた少なくとも１種が好ましく用いられる。
【００３８】
　脂肪族カルボン酸としては、炭素数６～３６のモノ又はジカルボン酸、特に、脂肪族飽
和モノカルボン酸が好ましい。脂肪族カルボン酸は、脂環式カルボン酸も包含する。脂肪
族カルボン酸エステルを構成する脂肪族カルボン酸成分としては、前記脂肪族カルボン酸
と同じものが使用できる。一方、脂肪族カルボン酸エステルを構成するアルコール成分と
しては、炭素数３０以下の１価又は多価の飽和アルコール、特に脂肪族飽和１価アルコー
ル又は多価アルコールが好ましい。ここで脂肪族アルコールは、脂環式アルコールも包含
する。
【００３９】
　離型剤の含有量は、芳香族ポリカーボネート樹脂１００質量部に対して２質量部以下で
あり、好ましくは１質量部以下である。２質量部を超えると耐加水分解性の低下、射出成
形時の金型汚染等の問題がある。離型剤は１種でも使用可能であるが、複数併用して使用
することもできる。
【００４０】
（紫外線吸収剤）
　紫外線吸収剤を配合する場合は、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、サリチル
酸フェニル系、ヒンダードアミン系などが配合できる。
　ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の具体例としては、２，４－ジヒドロキジ－ベンゾフェ
ノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシ－ベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オク
トキシ－ベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ドデシロキシ－ベンゾフェノン、２－ヒ
ドロキシ－４－オクタデシロキシ－ベンゾフェノン、２，２'－ジヒドロキシ－４－メト
キシ－ベンゾフェノン、２，２'－ジヒドロキシ－４，４'－ジメトキシ－ベンゾフェノン
、２，２'，４，４'－テトラヒドロキシ－ベンゾフェノンなどが挙げられる。
【００４１】
　ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤の具体例としては、２－（２'－ヒドロキシ－５－
メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２'－ヒドロキシ－３'，５'－ジターシャ
リブチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２'－ヒドロキシ－３'－ターシャリブチ
ル－５'－メチルフェニル）ベンゾトリアゾールなどが挙げられる。
【００４２】
　サリチル酸フェニル系紫外線吸収剤の具体例としては、フェニルサルチレート、２，４
－ジターシャリーブチルフェニル－３，５－ジターシャリ－ブチル－４－ヒドロキシベン
ゾエートなどが挙げられる。ヒンダードアミン系紫外線吸収剤の具体例としては、ビス（
２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－４－イル）セバケートなどが挙げられる。
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　紫外線吸収剤には、上に挙げた４種類の化合物類以外に紫外線の保有するエネルギーを
、分子内で振動エネルギーに変換し、その振動エネルギーを、熱エネルギーなどとして放
出する機能を有する化合物が含まれる。さらに、酸化防止剤または着色剤などと併用する
ことによって相乗効果を発揮するもの、またはクエンチャーと呼ばれる、光エネルギー変
換剤的に作用する光安定剤などを併用することもできる。
【００４４】
　紫外線吸収剤の含有量は、芳香族ポリカーボネート樹脂１００質量部に対して、０．０
１～２質量部の範囲で選ばれる。紫外線吸収剤が０．０１質量部未満であると、その効果
が不十分であり、２質量部を越えると成形品の黄味が強くなって調色性が劣ったり、また
成形品表面にブリードアウトし易い傾向がある。紫外線吸収剤の好ましい配合量は、芳香
族ポリカーボネート樹脂１００質量部に対し、０．０５～１．５質量部であり、さらに好
ましくは０．１～１．０質量部である。
【００４５】
　上述の成分を押出機で溶融混練して芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を製造する際、
各成分の混合は押出機に投入される前の任意の段階で配合することができる。例えば、タ
ンブラー、ヘンシェルミキサー、ブレンダーによって全成分を配合したのち、必要に応じ
てフィーダーを介してホッパーシュートに投入し、押出機に供給してもよい。押出機には
一軸押出機、二軸押出機などが使用出来る。
【実施例】
【００４６】
　以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限
り、以下の実施例に限定されるものではない。
　実施例に使用した原材料は以下の通りである。
（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂
ＰＣ１：芳香族ポリカーボネート樹脂（ユーピロン（登録商標）Ｓ－３０００ＦＮ、三菱
エンジニアリングプラスチックス社製）、界面重合法で得られたフレーク、見かけ密度　
０．５６５ｇ／ｃｍ3 、安息角　３７°
（Ｂ）芳香族ポリカーボネート樹脂以外の熱可塑性樹脂
　ＡＢＳ１：ＡＢＳ樹脂（日本エイ アンド エル社製「商品名：サンタック　ＵＴ－６１
Ｂ」）、塊状重合法で得られたペレット、見かけ密度　０．６７９ｇ／ｃｍ3 、安息角　
２５°
　ＡＢＳ２：ＡＢＳ１をホーライ社製粉砕機（ＢＯ－３６０）を用い、１３０ｋｇ／ｈｒ
で処理したもの、見かけ密度　０．５６２ｇ／ｃｍ3 、安息角　４２°
　熱可塑性エラストマー：ローム＆ハース社製「商品名：パラロイドＥＸＬ２６０３」、
粉末状、見かけ密度　０．４６９ｇ／ｃｍ3 、安息角　３１°
　なお、見かけ密度は、ＪＩＳ　Ｋ７３６５に準拠して測定した。安息角はＪＩＳ　Ｒ９
３０１―２―２に準拠して測定した。
（Ｃ）熱安定剤：ペンタエリスリト－ルテトラキス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、チバ社製「商品名：イルガノックス１
０１０」、粉末状
（Ｄ）離型剤：ペンラエリスリトールジステアリレート、日油社製「商品名：ユニスター
Ｈ４７６Ｄ」、粉末状
【００４７】
　上述の成分のうち、芳香族ポリカーボネート樹脂及び、芳香族ポリカーボネート樹脂以
外の熱可塑性樹脂の粒度分布を表１に示す。なお、粒度分布はＪＩＳ　Ｋ００６９に準拠
して測定した。
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【表１】

【００４８】
　上記の成分を、表２に示した配合組成で合計６５０ｋｇとなるよう一括してコンテナに
投入し２０分間ブレンド後、定量フィーダーに供給する。５７ｍｍ二軸押出機（大阪精機
製）によりバレル設定温度２４０℃で混練し、１６０ｋｇ／ｈで押し出してペレット状の
芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を製造した。
　このペレットを、生産開始後５分後に最初のサンプリングを行い、その後３０分間隔で
サンプリングし、１００℃で５時間乾燥した後、射出成形機ＳＧ７５－サイキャップ・Ｍ
II（住友重機械工業（株）製）によりシリンダ温度２５０℃、金型温度６０℃、成形サイ
クル１分間の条件で各種試験片を射出成形し、引張伸びの評価を行った。
　また、同様にサンプリングしたペレットを用いて、ＭＶＲ及びＭＶＲのばらつきの評価
を行った。
　さらに、また、得られたペレットを用いて、焼け異物の数の評価を行った。
【００４９】
（１）引張伸びおよび引張伸びのばらつき：ＩＳＯ　５２７に準拠してｎ＝１０で測定し
、平均値および標準偏差を計算した。
（２）ＭＶＲおよびＭＶＲのばらつき：ＩＳＯ　１１３３に準拠して２５０℃、２１６０
ｇ荷重で測定した。得られた値について平均値および標準偏差を計算した。
（３）焼け異物の数
　生産開始３時間後にサンプリングしたペレット１００ｇを、熱風循環式乾燥機を用いて
１００℃で５時間乾燥し、２６０℃の条件で直径約２０ｍｍの円盤状にプレスしたもの４
枚（１枚２５ｇ相当）の両面について、最大長さが０．２５ｍｍ以上の異物数を目視でカ
ウントした。表２には、異物数の合計を記載した。
【００５０】
　実施例および比較例の配合組成及び評価結果を表２に示す。



(11) JP 5243350 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

【表２】

【００５１】
　表２、特に引張伸びのばらつき及びＭＶＲのばらつきの値から明らかなように、本発明
の製造方法によれば、時間経過によらず、安定した組成のペレットを製造することが可能
である。
【００５２】
　また、本発明の製造方法によれば、焼け異物の数も非常に少なくできることがわかった
。これは、ペレット形状の樹脂は粉砕品よりも溶融するまでの時間が長く、シリンダに溶
融しない状態で残って焼け異物の元になりやすいこと、溶融するまでの比較的堅い状態で
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シリンダに残った焼け異物をそぎ落としやすいことに対し、粉砕品を用いた場合には速や
かに溶融するため、焼け異物の元になりにくく、さらに焼け異物をそぎ落とすことも少な
いからであると考えられる。
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